
 

 

 

 

 

【 まちの将来像６ 】 

 

心がけから行動へ 

みんなで創る環境にやさしいまち 
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1

方向性

R5 継続

継続

R8 継続

R9 継続

内容 下水道管、マンホール、マンホール蓋の点検、調査、改築設計、工事を行う。

R6 継続

R7 継続

R8 継続

R9 継続

2

事業名 6-1-1 合併処理浄化槽整備事業 担当課

目的

3

事業名 6-1-1 下水道施設（管渠）改良事業（ハード） 担当課

公共用水域の水質保全、水洗化による公衆衛生の向上に資するため、浄化槽処理促進
区域内における合併処理浄化槽の整備を行う。

下水道施設課

方向性

R5 継続

内容 合併処理浄化槽の設計及び工事を行う。

R6 継続

R7

目的
対策内容や実施時期を定めた「茨木市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、
対策事業を実施する。

下水道施設課

２　新規・拡充事業等

1

事業名 6-1-1 公共下水道整備事業（汚水） 担当課

目的
公共用水域の水質保全、水洗化による公衆衛生の向上に資するため、公共下水道計画
区域内における公共下水道（汚水）の整備を行う。

下水道施設課

方向性

R5 継続

内容 管路施設（汚水）の設計及び工事を行う。

R6 継続

R7 継続

R8 継続

R9 継続

3
施策の
方向性

大気・水環境等の環境監視による環境の把握に努めるとともに、事業者に対する指導や公共下水
道・公設浄化槽の整備による環境の保全対策を進めます。また、環境美化や路上喫煙防止などにつ
いての意識啓発を進め、市民一人ひとりのマナーが向上し、いごこちの良い生活環境を保ちます。

4 取組

6-1-1 健康に過ごすことができる生活環境の保全

6-1-2 新たな環境課題への対応

6-1-3

1　施策の概要

施　策 6-1 いごこちの良い生活環境をたもつ

2
対応する
SDGs

3 6 11 12 14

快適環境の保全
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２　新規・拡充事業等

4

事業名 6-1-1 下水道施設（ポンプ場）改良事業（ハード） 担当課

継続

内容 設備機器の点検、調査、更新設計、工事を行う。

R6 継続

R7 継続

R8 継続

R9

目的
電気・機械設備の更新計画等を含めた「茨木市下水道ストックマネジメント計画」に
基づき、対策事業を実施する。

下水道施設課

方向性

R5

継続
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1

継続

R8 継続

R9 継続

2

事業名 6-2-2 森林整備ボランティア団体活動促進補助金の拡充 担当課

目的
森林に関する基礎知識や整備技術を習得した市民ボランティアを育成することで、森
林整備ボランティア団体の活性化につなげ、市民参加による森林保全を推進する。

農林課

方向性

R5 拡充

内容
里山の再生・保全活動を促進するため、森林整備ボランティア団体の活動を支援する
活動促進補助金を拡充する。

R6 継続

R7

R7 継続

R8 継続

R9 継続

２　新規・拡充事業等

1

事業名 6-2-2 森林経営管理制度の推進 担当課

目的
森林経営が行われていない森林を市に集約し、市の直接管理や能力ある林業経営者へ
の委託により、経営効率化と適切な管理の両立化を図る。

農林課

方向性

R5 新規

内容
森林管理の適正化及び促進を図るため、市内の森林の状況等を調査するとともに、森
林整備の優先順位等の整備計画を作成する。

R6 継続

3
施策の
方向性

みどりを育む取組や生態系への配慮を推進するとともに、身近な「まちの緑」「農地」「里山」
「水辺」を保全し、自然とふれあう機会の創出に取り組み、人の生活と自然とのバランスのとれた
自然環境を創ります。

4 取組

6-2-1 都市とみどりの共存

6-2-2 自然資源の利用の推進

6-2-3 生物多様性の保全

1　施策の概要

施　策 6-2 バランスのとれた自然環境をつくる

2
対応する
SDGs

6 13 15
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1

R8

R9

R8

R9

3

事業名 6-3-3 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の修正 担当課

目的 国の補助金を活用しながら再生可能エネルギー導入目標を設定する。

環境政策課

方向性

R5 完了

内容
市域の再生可能エネルギーポテンシャル等を踏まえた再エネ目標、目標達成に必要と
なる脱炭素の取組、施策の実施方法や体制構築等の検討に関する調査等を行い、これ
らを踏まえて地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を一部修正する。

R6

R7

2

事業名 6-3-2 庁舎へのＬＥＤ導入事業 担当課

目的 庁舎の省エネルギー化を推進するため、年次的にＬＥＤ照明設備等を導入する。

総務課

方向性

R5 継続

内容
令和５年度は、合同庁舎地下１階から７階、令和６年度に上中条分室１階から３階に
導入する。

R6 完了

R7

R7

R8

R9

２　新規・拡充事業等

1

事業名 6-3-1 環境基本計画の改定 担当課

目的
市環境基本条例第８条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する目標及び総合的
かつ長期的な施策大綱を定める環境基本計画を策定する。

環境政策課

方向性

R5 新規

内容
施策体系の整合を図るため、同時期に策定を行う第６次茨木市総合計画と連携して改
定作業を行う。委託業者の選考にあたっては、緊密な連携を図るため、総合計画と合
わせて行う。

R6 完了

3
施策の
方向性

市が率先して省エネルギー対策を行うとともに、市民や事業者と連携して、再生可能エネルギーの
利用促進や省エネルギーの推進に努めます。また、情報交換の場を通じて様々な主体が連携し、新
たな取組の輪を広げ、ライフスタイルの見直しで低炭素なまちをめざします。

4 取組

6-3-1 省エネルギーの実践及び普及啓発

6-3-2 再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入促進

1　施策の概要

施　策 6-3 ライフスタイルの見直しで低炭素なまちをめざす

2
対応する
SDGs

7 12 13 17
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1

2

事業名 6-4-1 リユース啓発事業 担当課

R5 継続

内容

①基幹的設備改良工事を行った施設の延命化措置の効果及び設備の地球温暖化対策の
効果が維持できるよう施設保全計画を策定する。
②保全計画に基づき、予算計上を行い、当該年度に保全工事を実施する。
③工事費は、摂津市との費用負担に係る協定に基づき、摂津市へ費用負担請求を行
う。

R6 継続

R7 継続

R8 継続

R9 継続

3

事業名 6-4-3 施設保全計画に基づく工事の実施 担当課

目的
基幹的設備改良工事を行った施設の延命化措置の効果及び設備の地球温暖化対策の効
果を維持する。

環境事業課

方向性

新規

内容

インターネット回線を利用して中古品の取引をするサイトを運営する事業者と協定を
締結し、市は事業者が運営するＷＥＢサイトをホームページやアプリなどで紹介し、
市民に対し、「捨てる前に人に譲る、または、売却する。」などの行動を促し、ごみ
の減量を推進する。

R6 継続

R7 継続

R8 継続

R9

目的
市民に対し、まだ使える不要品を必要とする人に譲渡または売却できるＷＥＢサイト
の利用を促すことで、ごみを減らすとともに、リユースへの意識向上を図る。

資源循環課

方向性

R5

継続

２　新規・拡充事業等

1

事業名 6-4-1 こども用品リユース事業 担当課

目的
不要になった使用済みこども用品を、必要とする子育て世帯に譲る場を提供し、市民
のリユース意識の向上を図ることで、ごみの減量を推進する。

資源循環課

方向性

R5 新規

内容
現在、茨木市市民活動センターが実施しているこども用品の不要品交換会について、
おにクル開館後も継続して、優良なリユース事業として取組内容や開催状況の周知に
より支援する。

R6 継続

R7 継続

R8 継続

R9 継続

3
施策の
方向性

資源の循環とごみの減量化を図るため、新たな分別品目の追加検討を行うとともに、市民等への意
識啓発に努めるほか、処理施設については、広域処理に向けて計画的に長寿命化工事に取り組みま
す。
また、市民、事業者は、ごみの発生抑制、再資源化に努め、きちんとした分別で資源の循環を進め
ます。

4 取組

6-4-1 減量化の推進

6-4-2 再資源化の推進

6-4-3

1　施策の概要

施　策 6-4 きちんと分別で資源の循環をすすめる

2
対応する
SDGs

7 12 13

適正処理の推進
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２　新規・拡充事業等

5

事業名 6-4-3 「イコクルいばらき」との調和を図る景観整備事業 担当課

目的
「イコクルいばらき」の整備にあわせ、周辺まちづくりとの調和を図り、環境衛生セ
ンターの景観向上を図る。

環境事業課

方向性

R5 新規

内容
環境衛生センター内の現況の緑地を活かしつつ、新しい街並みとの調和に配慮しなが
ら、幅広く活用される施設へと整備を行う。

R6 完了

R7

R8

R9

4

事業名 6-4-3 災害廃棄物処理計画策定事業 担当課

目的
摂津市とのごみの広域処理開始及び水害の想定最大規模の変更に伴い、廃棄物発生量
の増大に対応するため、災害廃棄物処理計画を見直し、災害廃棄物処理の処理体制の
さらなる整備を進める。

資源循環課

方向性

R5 拡充

内容
①令和５年度に、摂津市との広域化に伴う見直しを行う。
②令和６年度に、想定される水害規模の変更に伴う所要の見直しを検討する。
③令和６年度に、災害時に仮置場を円滑に設置するためのレイアウト案を検討する。

R6 臨時拡充

R7 継続

R8 継続

R9 継続
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